
 

 

企画競争実施の公示 
 

 次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 

なお、本業務に係る契約の相手方の決定及び契約締結は、当該業務に係る令和８年度

予算（暫定予算を含む。）が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。 

本案件は、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」

（平成 28 年３月 22 日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）に基づき、ワーク・

ライフ・バランスを推進する企業として関係法令（女性活躍推進法、次世代育成支援

対策推進法、若者雇用促進法）に基づく認定を受けた企業及びそれに準ずる企業を評

価（認定企業等を加点）する対象案件です。 

 

令和８年２月２日（月） 

  支出負担行為担当官 

関東地方整備局長 橋本 雅道 

 

 

１．業務概要 

(1)業務名 Ｒ８関東地方整備局人材育成支援検討業務  

(2)業務内容 本業務は、効果的なコミュニケーションの実現に向けた人材育成の 

      手法を検討し、それらを踏まえた研修の企画立案および実施をするも 

      のである。 

        なお、現時点では研修項目は下記を想定しており、座学、個人ワー 

       ク、グループワーク、発表に対する改善提案等を行うものとする。 

 

       研修名 

       ・実践研修「説明力向上トレーニング」 

        ・実践研修「危機管理における対応力向上」 

        ・実践研修「効果的な記者発表実践演習」 

 

    1）実践研修「説明力向上トレーニング」 

  ①研 修 内 容 国民に国土交通行政を理解してもらうために展開する広報の

うち、地域住民などへ直接行う説明について、専門知識を持

たない相手に限られた時間で理解・納得してもらえる説明

力、発表技能の習得及び資料作成技術の向上を模擬プレゼン

テーションを通じて習得する。 

  ②対 象 者 住民説明会や用地交渉等、一般の方に対して説明を行う立場に

ある職員（若手職員を含む） 

   ③回数及び定員  4 回×12 名/回 



 

 

  ④実 施 時 期 1 回目：第 1四半期に 2日間 

           2 回目：第 2四半期に 2日間 

          3 回目：第 2四半期に 2日間 

          4 回目：第 3四半期に 2日間 

           講義：12 時間/回（10 時 00 分～17 時 00 分のうち 6時間/日予

定） 

  ⑤会 場 さいたま新都心合同庁舎 2号館 

 

   2）実践研修「危機管理における対応力向上」 

  ①研 修 内 容 国民に国土交通行政を理解してもらうために展開する広報の

うち、危機的事象における取材や苦情対応等について、迅速か

つ適切な対応の習得をディスカッションを通じて習得する。 

  ②対 象 者 マスメディアや住民からの問い合わせなどに対応する副所長、

出張所長及び事務所課長級の職員 

  ③回数及び定員  1 回×20 名/回 

  ④実 施 時 期  第 2 四半期に 1日間 

           講義：6 時間/回（10 時 00 分～17 時 00 分のうち 6時間/日予

定） 

  ⑤会 場 さいたま新都心合同庁舎 2号館 

 

 3）実践研修「効果的な記者発表実践演習」 

  ①研 修 内 容 国民に国土交通行政を理解してもらうために展開する広報の

うち、マスメディアを通じた広報について、マスメディアに

取り上げられるために効果的な記者発表資料の作り方を習得

する。また、ソーシャルメディアを活用した効果的な広報を

習得する。 

  ②対 象 者 記者発表資料を作成する職員もしくは作成された資料の確

認・指導を担当する職員 

  ③回数及び定員  1 回×20 名/回 

  ④実 施 時 期  第 1 四半期に 1日間 

            講義：6時間/回（10 時 00 分～17 時 00 分のうち 6時間/日予

定） 

  ⑤会 場 さいたま新都心合同庁舎 2号館 

 

 

 講義内容については、担当職員と協議を行い決定するものとする。 

 また、開催日や実施方法に変更がある場合は、受注者と担当職員で協議するものと 

 する。 



 

 

(3)履行期限 令和８年１１月３０日 

 

２．企画競争参加資格要件 

企画提案書の提出者は、以下に掲げる資格を満たしているものであること。 

(1)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものと

して、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している

者でないこと。 

(2)予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

(3)令和 07・08・09 年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供

等」の関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 

  なお、「競争参加者の資格に関する公示」（令和７年３月 31 日付官報）に記

載されている時期及び場所で競争参加資格の申請を受け付ける。 

(4)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者（競争参加資格に関する公示に

基づき(3)の競争参加資格を継続する為に必要な手続きをおこなった者を除

く。）でないこと。 

(5)企画提案書等の提出期限の日から見積の時までの期間に、関東地方整備局長か

ら指名停止を受けていないこと。 

(6)企画競争実施にかかる説明書の交付を直接受けた者であること。 

(7)企画提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（企

画競争実施にかかる説明書参照） 

(8)配置予定技術者（主たる担当者）については、下記に示される同種又は類似業

務等について、平成２７年度以降公示日までに完了した業務（再委託による業

務の実績は含まない）において１件以上の実績を有すること。 

・同種業務：人材育成を目的として研修を実施した業務 

・類似業務：人材育成について検討を行った業務又は人材育成を目的として 

       講習会･セミナー･ワークショップ等を実施若しくは検討した業               

務 

(9)配置予定技術者（主たる担当者）については、令和８年４月１日現在の手持ち

業務量（本業務を含まず、特定後未契約のものを含む）が５億円未満かつ１０

件未満であること。手持ち業務とは、主たる担当者として従事している業務。 

 

３．手続等 

(1)担当部局 

〒３３０－９７２４ 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ 

   国土交通省関東地方整備局 企画部 企画課 人材育成係 

     電 話：０４８ー６００－１３２９ 

     電子メール：ktr-kikakujinzai1@mlit.go.jp 



 

 

 (2)企画競争実施にかかる説明書の交付期間、場所及び方法 

  ①交付場所及び方法 

   交付を希望する者には、郵送（着払い・希望者の負担）又は、窓口で紙面で

の交付を行う。郵送を希望する者は、上記（１）に申し出ること。 

ただし、電子データでの様式の交付を希望する場合は、予め上記（１）に事前  

連絡を行うこと。 

   また、電子データでの交付を希望する者には、電子メールにより電子データを 

  交付するので、上記（１）に電子メールにて依頼を行うこと。 

  ②窓口での交付期間 

   令和８年２月２日から令和８年３月２日までの土曜日、日曜日及び休日等 

  （行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条第１項に規定

する行政機関の休日（以下「休日」という。))を除く毎日、９時１５分から１８ 

  時００分まで。（最終日は１６時００分まで。） 

(3)企画提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 

提出期限：令和８年３月２日（月）１８時００分 

提出場所：上記(1)に同じ。 

提出方法：原則として電子メールにより提出すること。 

なお、押印を省略する場合は、「責任者及び担当者」の氏名及び連絡

先を企画提案書等に必ず記載すること。 

(4)企画提案に関するヒアリングの有無 （日時及び場所） 

提出された企画提案書について以下のとおりヒアリングを実施する。 

① 実施予定日：令和８年３月１１日（水） 

          予備日 令和８年３月１２日（木） 

  ②開始時間：後日連絡する。 

③場所：関東地方整備局会議室（住所は３．(1)と同じ。） 

 (5)企画提案書の特定については、学識経験者で構成される第三者委員会が提案書   

の審議を行い、その結果を聴取したうえで、提案書の特定を行う。 

 

４．その他 

(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2)関連情報を入手するための照会窓口 ３．(1)に同じ。 

(3)企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。 

(4)企画競争実施委員会に提出された提案書は、当該提案者に無断で２次的な使用は行わ

ない。 

(5)企画提案書の提出者は、提案書の作成に当たっては、他の提出者と提案書の提出意思、

提案書その他契約担当官等に提出する書類（以下「提案書等」という。）の作成につ

いていかなる相談も行ってはならず、独自に提案書等を作成しなければならない。 

(6)企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効にするとともに、記



 

 

載を行った応募者に対して指名停止を行うことがある。 

(7)特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があ

った場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。 

(8)提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものである

が、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではない。 

(9)その他の詳細は企画競争実施にかかる説明書による。 

 


